
鳩山町サークルガイド登録票 令和８年度版新規登録用 

※鳩山町コミュニティ推進協議会事務局（役場総務課内）、役場東出張所のいずれかに提出してください。 

【提出期限：６月２６日（金）まで】 

注１ 営利・塾的・宗教・政治活動を目的とする場合は登録できません。 

本登録票に基づき鳩山町コミュニティ推進協議会
の発行するサークルガイド及びホームページに掲
載することについて承諾します。 

署
名 

 
 
                 

ただし、鳩山町コミュニティ推進協議会のホームページへの掲載を 
（ １．希望する。   ２．希望しない。） 
※どちらかの番号に○印をつけてください。 

★問い合わせ先：鳩山町コミュニティ推進協議会事務局（役場・総務課内） 

〒350－0392 鳩山町大字大豆戸 184 番地 16 

TEL（２９６）１２１４（直通）FAX（２９６）２５９４ 

★サークル名 

 

★活動内容 

 

★ジャンル 

※該当するものに ○ 印をお願いします。（複数ある場合は主なものに◎印） 

福 祉 ボランティア ・ 学習会 ・ その他（          ）  

環 境 リサイクル ・ 学習会 ・ その他（           ）  

自 然  観察 ・ 園芸 ・ ハイキング等 ・ その他（       ） 

作 法 茶道 ・ 着付け ・ 料理 ・ 花道 ・ その他（      ） 

芸 術   美術 ・ 工芸 ・ 手芸 ・ 写真 ・ 音楽 ・ 舞踊・ その他（     ） 

スポーツ  体育協会加盟 ・ スポーツ少年団 ・ 一  般 

文 学 俳句 ・ 詩吟 ・ 古典 ・ 朗読 ・ 歴史 ・ その他（       ） 

その他 （        ）・（        ）・（        ） 

★障がい者の参

加等について 

障がい者がサークルに参加することが できる ・ できない 

障がい者団体へ講師として派遣することが できる ・ できない 
※この回答結果は『サークルガイド』及び『町ホームページ』に掲載しません。 
※｢できる｣と回答された団体へは、後日、役場長寿福祉課から、必要に応じてお問い合わせさせて
いただく場合がございます。また、町及び障がい者団体へ情報提供させていただきます。 

★代 表 者 

 

氏
ふり

 名
がな

 ：                   

 

住 所 ： 比企郡鳩山町                       

       ℡（   ）        Ｆａｘ（   ）          

★連 絡 先 
 

※代表者と違う場

合のみ記入 

 

氏
ふり

 名
がな

 ：                      

 

住 所 ： 比企郡鳩山町                       

       ℡（   ）        Ｆａｘ（   ）      

★活動日時 活動日：            時 間： 

★活動場所  
会  

費 円 

入

会

金 円 

結 成 日 
昭・平・令 

年  月 
会員数 

     人 
入会条件 

 

備  考  



令和８年度版 

鳩山町サークルガイド登録のお知らせ 

 
  

鳩山町コミュニティ推進協議会では、皆さんのコミュニティの輪をさらに広げようと

「令和８年度版鳩山町サークルガイド」を発行する予定です。 

つきましては、掲載を希望する方（あるいは団体）は、裏面の登録票に必要事項を記

入し、鳩山町コミュニティ推進協議会事務局（役場総務課内）、役場東出張所の各窓口

のいずれかにご提出ください。なお、提出期限は令和８年６月２６日（金）までです。 

郵送による提出も可能です。郵送の場合は、事務局宛に提出期限必着で送付してくだ

さい。 

 

※令和７年度版に登録されている団体等につきましては、代表者あてに「登録確認票」

を郵送いたします。 

 

 

 

 

ＣＩＲＣＬＥ 

   ＧＵＩＤＥ 

 

 
 


